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史
料
紹
介 

 
 

大
正
十
二
年
気
多
若
宮
神
社
の
臨
時
大
祭
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
端 

徳
弘 

 

一 

は
じ
め
に 

 

飛
驒
の
大
祭
の
起
源
に
つ
い
て
菱
村
正
文
「
飛
驒
の
大
祭
」『
飛
騨
春
秋
第
九
十

七
号
一
九
六
五
年
』
の
中
で
、
飛
騨
一
之
宮
水
無
神
社
で
安
永
八
年
（
１
７
７
９
）

八
月
十
三
日
か
ら
三
日
間
行
わ
れ
た
大
祭
が
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
大
祭
は
、
全
国
的
に
類
例
を
見
な
い
飛
騨
の
み
に
行
わ
れ
る
特
殊
神

事
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
安
永
八
年
以
来
二
百
四
十
年
以
上
経
過
し
て
い
る
が
、

飛
騨
で
は
、
こ
の
間
幾
多
の
大
祭
が
斎
行
さ
れ
て
き
た
。 

 

気
多
若
宮
神
社
が
大
正
十
二
年
（
１
９
２
３
）
に
斎
行
し
た
臨
時
大
祭
は
、
当
初

は
大
正
七
年
（
１
９
１
８
）
に
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
準
備
日
数
不
足
や
神

社
の
施
設
や
環
境
整
備
等
の
要
因
に
よ
り
日
程
変
更
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
最
終
的

に
は
大
正
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
十
日
ま
で
の
五
日
間
、
氏
子
や
飛
騨
地
域
の
神
社

の
理
解
と
協
力
を
得
て
斎
行
さ
れ
た
。 

 

気
多
若
宮
神
社
所
蔵
史
料
の
中
に
、 

大
正
十
二
年
の
臨
時
大
祭
、
昭
和
四
十 

年
（
１
９
６
５
）
の
式
年
大
祭
、
昭
和 

六
十
一
年
（
１
９
８
６
）
の
式
年
大
祭 

斎
行
の
史
料
が
現
存
し
て
い
る
。 

 

今
回
の
史
料
紹
介
で
は
、
大
正
十
二 

年
の
臨
時
大
祭
に
関
わ
る
史
料
を
取
り 

上
げ
る
。
こ
の
史
料
は
、「
大
正
十
二
年 

十
二
月 

臨
時
大
祭
書
類 

併
社
務
所 

玉
垣
新
築
費 

本
殿
金
具
新
調
神
輿
修

繕
費
書
類 

郷
社
気
多
若
宮
神
社
」
と
墨
書
さ
れ
た
一
つ
の
箱
の
中
に
収
め
ら
れ
た

一
連
の
史
料
、
全
八
十
一
点
で
あ
り
、
年
代
は
大
正
九
年
（
１
９
２
０
）
か
ら
大
正

十
二
年
に
渡
っ
て
い
る
。 

こ
の
中
か
ら
、「
臨
時
大
祭
事
務
章
程
綴
」・
御
分
霊
招
請
状
・
御
分
霊
供
奉
予
定

回
答
の
葉
書
・「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」・「
庶
務
部
日
誌
」・「
殿
外
装
飾
係
日

誌
」
を
取
り
上
げ
、
臨
時
大
祭
斎
行
の
実
相
に
少
し
で
も
迫
っ
て
い
き
た
い
。 

 

な
お
、
史
料
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
異
体
字
等
現
用
漢
字
に
変
更
し
て
い
る
。 

 

二 

史
料
紹
介
（
一
）
郷
社
気
多
若
宮
神
社
「
臨
時
大
祭
事
務
章
程
綴
」 

  
 
 
 
 

郷
社
気
多
若
宮
神
社
臨
時
大
祭
事
務
所
規
定 

第
一
条 

大
祭
事
務
所
ヲ
郷
社
気
多
若
宮
神
社
臨
時
大
祭
事
務
所
ト
称
シ
左
ノ
役

員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 
 

総
裁 

一
名 

副
総
裁 

一
名 

顧
問 

無
定
員 

第
二
条 

本
所
ニ
左
ノ
三
部
役
員
及
各
係
役
員
ヲ
置
キ
大
祭
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
分

担
ス 

 
 
 
 
 

庶
務
部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

（
一
） 

御
分
霊
送
迎
係
（
二
）
殿
外
装
飾
係
（
三
）
電
燈
係 

 
 
 
 

（
四
）
点
燈
係
（
五
）
警
備
係
（
六
）
衛
生
係
（
七
）
舞
殿
係 

 
 
 
 

（
八
）
一
般
休
憩
所
係
（
九
）
御
神
輿
及
祭
器
預
り
係 

 
 
 
 

（
十
）
殿
内
装
飾
係 

 
 
 
 
 
 

各
係
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

係
員 

若
干
名 

 
 
 
 
 

但
事
務
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
係
長
副
ヲ
置
サ
ル
コ
ト
ヲ
得 

 
 

 
 
 
 
 

祭
典
部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

図１ 臨時大祭書類箱 
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（
一
）
神
饌
係
（
二
）
神
職
係
（
三
）
雅
楽
係
（
四
）
神
楽
係 

 
 
 
 

（
五
）（
殿
内
点
燈
係 

殿
守
係 

神
楽
舞
係
）（
六
）
采
女
係 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

各
係
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

係
員 

若
干
名 

 
 
 
 
 

但
事
務
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
係
長
副
ヲ
置
サ
ル
コ
ト
ヲ
得 

 
 
 
 
 

会
計
部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

（
一
）
献
備
品
（
二
）
上
納
係
（
三
）
用
度
係
（
四
）
饗
応
係 

（
五
）
直
会
準
備
係
（
六
）
直
会
神
酒
係 

 
 
 
 
 
 

各
係
長
一
名 
副
長 

若
干
名 

係
員 

若
干
名 

 
 
 
 
 

但
事
務
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
係
長
副
ヲ
置
サ
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
三
条 

総
裁
ハ
臨
時
大
祭
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
括
ス 

第
四
条 

副
総
裁
ハ
総
裁
ヲ
補
ケ
総
裁
不
在
ノ
時
ハ
之
カ
代
理
ヲ
ナ
ス 

第
五
条 

顧
問
は
総
裁
の
諮
問
に
応
シ
重
要
事
項
ヲ
協
定
す 

第
六
条 

本
所
ニ
大
祭
日
誌
ヲ
備
ヘ
処
理
シ
タ
ル
緊
要
ノ
事
項
並
ニ
本
所
役
員
ノ

出
勤
宿
直
者
氏
名
ヲ
記
載
ス 

第
七
条 

各
部
係
ノ
事
務
要
項
ハ
其
章
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル 

  
 
 
 

庶
務
部
事
務
章
程 

第
一
条 

本
部
ハ
臨
時
大
祭
ニ
関
シ
庶
務
ニ
属
ス
ル
総
テ
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス 

第
二
条 

本
部
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 
 
 

部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

第
三
条 

本
部
ニ
左
ノ
諸
係
及
役
員
ヲ
置
ク 

御
分
霊
送
迎
係 

殿
内
装
飾
係 

殿
外
装
飾
係 

電
燈
係 

 
 
 
 

点
燈
係 

警
衛
係 

衛
生
係 

舞
殿
係 

一
般
休
憩
所
係 

御
神
輿
及
祭
器
預
リ
係 

第
四
条 

本
部
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
担
任
ス 

 
 

一 

郷
社
以
上
ノ
御
分
霊
奉
送
迎
ト
シ
テ
各
部
諸
係
中
ヨ
リ
数
名
宛
委

員
派
遣
ヲ
総
裁
ノ
決
裁
ヲ
得
テ
施
行
ス
ル
コ
ト 

ニ 

各
部
諸
係
ヲ
シ
テ
事
務
章
程
ノ
執
務
ヲ
励
行
セ
シ
ム
ル
為
メ
時
々 

状
況
ヲ
巡
察
シ
指
揮
監
督
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

三 

本
部
各
係
ヨ
リ
物
品
買
入
借
入
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
審
査
ヲ
遂 

 
 
 
 
 
 

ケ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
品
質
数
量
ヲ
定
メ
部
長
検
印
ノ
上

其
係
ヨ
リ
会
計
部
ニ
請
求
セ
シ
ム
ル
コ
ト 

 
 
 
 

四 

本
部
及
各
係
中
必
要
ノ
人
夫
小
使
ハ
会
計
部
ヘ
請
求
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

五 

時
々
境
内
参
詣
路
ノ
清
潔
ニ
注
意
シ
毎
朝
掃
除
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ

ト 

 
 
 
 

六 

日
誌
ヲ
記
録
シ
日
勤
簿
其
他
必
要
ノ
帳
簿
ヲ
調
製
明
記
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

七 

本
部
ニ
属
ス
ル
各
係
ヨ
リ
提
出
セ
シ
普
通
事
件
ノ
外
ハ
総
裁
局
ノ

決
裁
ヲ
経
テ
執
行
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

御
分
霊
送
迎
係
事
務
章
程 

第
一
条 

当
係
ハ
庶
務
部
ニ
隷
属
シ
召
請
神
社
御
分
霊
ヲ
警
護
送
迎
ス
ル
コ
ト
ヲ

担
任
ス 

第
二
条 

事
務
ヲ
統
一
ス
ル
タ
メ
係
長
一
名
副
長
若
干
名
ヲ
置
ク 

第
三
条 

係
員
ハ
祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
係
長
ノ
指
示
ニ
従
ヒ
前
条
ノ

事
務
ヲ
分
掌
ス 

第
四
条 

警
護
送
迎
ノ
区
域
ハ
坂
下
旗
下
迠
ト
ス 

第
五
条 

招
待
神
社
ノ
御
神
輿
ハ
唐
櫃
祭
具
ヲ
預
リ
不
敬
ニ
渉
ラ
ザ
ル
様
保
護
ス

ル
モ
ノ
ト
ス 

第
六
条 

御
分
霊
送
迎
ニ
ハ
裃
ヲ
着
用
ノ
コ
ト 

 
 
 
 

但
夜
間
不
得
止
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
羽
織
袴
ヲ
着
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 
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第
七
条 

必
要
物
品
ア
ル
ト
キ
ハ
係
長
及
庶
務
部
ノ
検
印
ヲ
得
テ
会
計
部
ヘ
請
求

ス
ル
事 

第
八
条 
臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
庶
務
部
ヘ
協
議
ノ
上
処
理
ス
ル
コ
ト 

 
 
 

＊
以
下
の
事
務
章
程
は
、
省
略
。
殿
内
装
飾
事
務
章
程
・
殿
外
装
飾
事
務

章
程
・
電
燈
及
点
燈
係
事
務
章
程
・
警
衛
係
事
務
章
程
・
衛
生
係
事
務
章

程
・
舞
殿
係
事
務
章
程
・
一
般
休
憩
係
事
務
章
程 

 
 

 
 

 

会
計
部
事
務
章
程 

第
一
条 

本
部
ハ
会
計
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
総
括
シ
金
穀
物
品
ノ
出
納
ヲ
担
任
ス 

第
二
条 

本
部
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 

部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

第
三
条 

本
部
ニ
左
ノ
諸
係
及
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 

用
土
係 

上
納
係 

饗
応
係 

直
会
準
備
係 

直
会
神
酒
係 

献
備
品
係 

係
長
一
名 

副
長
若
干
名 

係
員
若
干
名 

第
四
条 

祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル 

 
 
 
 

但
祭
日
前
後
ノ
事
務
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ニ
拠
ル 

 
 
 
 

一 

一
日
限
リ
献
納
金
穀
物
品
ヲ
上
納
所
係
ヨ
リ
受
領
監
守
ス
ル
コ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ト 

 
 
 
 

二 

各
係
ヨ
リ
物
品
ノ
借
入
買
入
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ 

 
 

調
査
ヲ
遂
ケ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
認
印
ノ
上 

 
 

其
調
達
方
ヲ
用
度
係
ニ
命
ス
ル
コ
ト 

三 

請
負
人
ヨ
リ
受
取
タ
ル
饗
饌
菓
子
及
神
饌
係
ヨ
リ
受
領
シ
且
購 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

入
セ
シ
酒
茶
菓
其
他
ノ
品
ハ
厳
重
ニ
保
監
シ
直
会
準
備
係
及
神
職

賄
人
ヘ
供
給
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

四 

毎
日
直
会
準
備
係
ヨ
リ
納
付
ス
ル
直
会
券
ト
供
給
セ
シ
饗
饌
菓
子

数
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

五 

祭
官
ニ
要
ス
ル
飲
食
物
夜
具
其
他
ノ
物
品
ハ
神
職
ヨ
リ
毎
日
提
出

ス
ル
祭
官
出
勤
簿
ニ
依
リ
準
備
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

六 

借
入
品
ノ
受
渡
ヲ
明
細
ニ
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

七 

購
求
物
件
代
金
其
他
ノ
支
払
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

八 

大
祭
中
交
代
宿
直
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

九 

人
夫
及
小
使
ヲ
各
部
ヨ
リ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
必
要
ト
認
ム
ル

モ
ノ
ニ
限
リ
其
供
給
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

第
五
条 

第
四
条
掲
記
ノ
金
穀
物
品
ノ
受
渡
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
其
係
員
若
ク
ハ
関 

係
者
ノ
検
印
証
印
ヲ
徴
ス
ヘ
シ 

第
六
条 

第
四
条
中
普
通
事
件
ノ
外
ハ
総
裁
ノ
決
裁
ヲ
ウ
ク
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
七
条 

所
要
ノ
帳
簿
ヲ
備
ヘ
金
穀
物
品
ノ
出
納
ヲ
明
記
ス 

第
八
条 

臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
総
裁
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
処
理
ス
ル
モ
ト
ス 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

用
度
係
事
務
章
程 

第
一
条 

当
係
ハ
会
計
部
ニ
隷
属
シ
必
要
ノ
器
具
雑
品
ヲ
調
度
ス
ル
事
ヲ
担
任 

 
 
 
 

 
 
 
 

ス 

第
二
条 

係
長
一
名 

副
長
若
干
名
ヲ
置
ク 

第
三
条 

係
員
ハ
祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル 

 
 
 
 

一 

既
ニ
新
調
シ
又
ハ
借
入
タ
ル
物
品
ハ
各
係
配
布
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

二 

各
係
ヨ
リ
会
計
部
ヲ
経
テ
請
求
セ
シ
物
品
ヲ
供
給
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

三 

必
要
ノ
物
品
ハ
会
計
部
当
係
保
監
ノ
買
物
帳
借
物
帳
ヲ
以
テ
買
入

借
入
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

四 

買
物
借
物
ニ
シ
テ
不
要
ニ
属
ス
ル
時
ハ
即
時
処
置
ヲ
ナ
ス
コ
ト 
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五 

祭
日
終
了
後
各
係
配
布
ノ
物
品
ヲ
集
纏
シ
処
理
ヲ
ナ
ス
コ
ト 

 
 
 
 

六 

集
纏
セ
シ
物
品
不
足
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
実
取
調
ノ
上
其
係 

ヲ
シ
テ
償
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
四
条 

第
三
条
第
一
号
第
二
号
ノ
物
品
ハ
其
係
長
副
又
ハ
係
員
及
部
長
副
ノ 

検
印
ア
リ
テ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
上
帳
簿
ニ
受
印
ヲ
ナ
サ
シ
メ
交
付
ス 

ベ
シ 

第
五
条 

第
三
条
第
三
号
乃
至
第
六
号
ハ
会
計
部
ニ
協
議
シ
其
指
示
ヲ
待
チ
テ 

処
理
ス
ベ
シ 

第
六
条 

総
テ
物
品
ノ
受
渡
ヲ
ナ
ス
ト
キ
ハ
相
手
方
ノ
証
印
ヲ
要
ス 

第
七
条 

臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
会
計
部
又
ハ
庶
務
部
協
議
ノ
上
処
理
ス
ベ
シ 

 
 
 
 

 
 
 
 

＊
上
納
係
事
務
章
程
・
饗
応
係
事
務
章
程
・
直
会
準
備
係
事
務
章
程
・ 

直
会
神
酒
係
事
務
章
程
・
献
備
品
係
事
務
章
程
略 

 

祭
典
部
事
務
章
程 

第
一
条 

本
部
ハ
臨
時
大
祭
祭
典
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス 

第
二
条 

本
部
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク 

 
 
 
 

部
長
一
名 

副
長 

若
干
名 

部
員 

若
干
名 

第
三
条 

本
部
ニ
左
ノ
諸
係
及
役
員
ヲ
置
ク 

神
饌
係 

神
職
係 

雅
楽
係 

采
女
係 

神
楽
係 

 

 
 
 
 

神
楽
舞
係 

殿
守
係 

殿
内
献
燈
係 

第
四
条 

本
部
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
担
任
ス 

 
 
 
 

一 

神
饌
ハ
予
算
ニ
ヨ
リ
其
係
員
ヲ
シ
テ
之
ヲ
調
達
セ
シ
メ
撤
饌
ハ 

係
ヨ
リ
会
計
部
ヘ
下
渡
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス 

 
 
 
 

二 

本
部
各
係
ヨ
リ
物
品
買
入
借
入
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
審
査
ヲ
遂 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ケ
必
要
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
品
質
数
量
ヲ
定
メ
部
長
検
印
ノ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

上
其
係
ヨ
リ
会
計
部
ヘ
請
求
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

三 

本
部
及
各
係
中
必
要
ノ
人
夫
小
使
ハ
会
計
部
ヘ
請
求
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

四 

祭
典
ノ
時
刻
ハ
其
日
ノ
典
禮
ニ
照
会
シ
総
裁
局
ヲ
初
メ
各
部
諸
係 

ヘ
通
知
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 

但
神
楽
係 

雅
楽
係 

采
女
係 

神
饌
係
ヘ
ハ
至
急
ヲ
要
ス 

 
 
 
 

五 

毎
祭
総
代
拝
者
ノ
員
数
ヲ
定
メ
各
係
順
次
平
等
ニ
配
当
シ
其
都
度

通
知
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

六 

殿
内
ノ
清
潔
ヲ
注
意
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

七 

日
誌
ヲ
記
録
シ
日
勤
簿
其
他
必
要
ナ
ル
帳
簿
ヲ
調
整
明
記
ス
ル
コ

ト 

 
 
 
 

八 

本
部
ニ
属
ス
ル
各
係
ヨ
リ
提
出
セ
シ
普
通
事
ノ
外
ハ
総
裁
局
ノ
決

裁
ヲ
経
テ
執
行
ス
ル
コ
ト 

  
 
 
 
 
 

神
饌
係
事
務
章
程 

第
一
条 

当
係
ハ
祭
典
部
ニ
隷
属
シ
神
饌
ヲ
調
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
担
任
ス 

第
二
条 

当
係
ニ
係
長
一
名 

副
長
若
干
名
ヲ
置
ク 

第
三
条 

係
員
ハ
祭
日
中
早
朝
ヨ
リ
詰
所
ニ
出
勤
シ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル 

 
 
 
 

一 

神
饌
用
器
ヲ
準
備
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 

其
種
類
大
約
左
ノ
如
シ 

 
 
 
 
 
 

三
宝 

八
脚
台 

瓶
子
皿 

水
器 

神
水
桶 

洗
桶 

手
桶 

大
小
柄
杓 

俎 

庖
丁 

布
巾
（
五
尺
）
紙 

水
引 

素
焼
盃 

 
 
 
 
 
 

長
柄
銚
子
一
組 

承
壺 

出
シ
ロ 

神
酒
入
瓶
（
約
弍
升
入
） 

 
 
 
 
 
 

竹
製
小
杓 

上
戸 

 
 
 
 

二 
神
饌
幣
帛
ハ
部
長
ヨ
リ
交
付
セ
シ
予
算
書
ニ
拠
リ
調
達
ス
ル
コ
ト 

第
四
条 

第
三
条
第
一
号
ノ
物
品
ハ
会
計
部
ヨ
リ
収
領
ス
ル
コ
ト 
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第
五
条 

予
算
外
ノ
神
饌
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
係
長
副
ノ
検
印
ヲ
以
テ
部
長
ノ
承
認 

ヲ
受
ク
ベ
シ 

第
六
条 
神
饌
物
調
達
ノ
方
法
ニ
関
シ
テ
ハ
予
メ
部
長
ト
協
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
七
条 

撤
饌
ハ
会
計
部
ヘ
下
渡
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス 

第
八
条 

神
饌
受
渡
ノ
際
ハ
神
饌
受
渡
簿
ニ
其
品
目
数
量
ヲ
明
記
シ
受
印
ヲ
要
ス 

第
九
条 

招
請
神
社
御
分
霊
御
還
幸
ノ
際
ハ
其
撤
饌
ヲ
供
奉
員
ニ
交
付
ス
ル
モ
ノ 

ト
ス 

第
十
条 

神
饌
ノ
調
理
ニ
従
事
ス
ル
者
ハ
毎
日
入
浴
シ
清
浄
ノ
衣
服
ヲ
着
用
シ
且

覆
面
ヲ
要
ス 

第
十
一
条 

神
饌
出
来
ノ
都
度
神
職
ノ
点
検
ヲ
請
求
ス
ベ
シ 

第
十
二
条 

臨
時
発
生
セ
シ
事
件
ハ
祭
典
部
及
会
計
部
ト
協
議
ノ
上
処
理
ス
ル
モ

ノ
ト
ス 

 

＊
神
職
係
事
務
章
程
・
雅
楽
係
事
務
章
程
・
神
楽
係
事
務
章
程
・ 

采

女
係
事
務
章
程
・
神
楽
係
事
務
章
程
・
殿
守
係
事
務
章
程
・
殿
内
献

燈
係
事
務
章
程
略 

 

①
資
料
の
解
説 

 

「
臨
時
大
祭
事
務
章
程
綴
」
は
、
Ｂ
５
版
四
十
八
頁
に
わ
た
る
史
料
で
小
冊 

子
と
な
っ
て
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
臨
時
大
祭
斎
行
の
基
盤
と
な
る
大
変 

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
役
員
構
成
や
各
部
・
各
係
の
構
成
そ
し
て
そ
れ
ら
の
職 

務
内
容
を
具
体
的
に
記
述
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
臨
時
大
祭
が
組
織
立 

て
ら
れ
、
運
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

事
務
章
程
の
構
成
は
、
事
務
所
規
程
・
庶
務
部
事
務
章
程
・
会
計
部
事
務
章 

程
・
祭
典
部
事
務
章
程
の
四
部
で
あ
る
。 

事
務
所
規
程
は
、
臨
時
大
祭
斎
行
の
中
枢
と
な
る
総
裁
・
副
総
裁
・
相
談
役 

な
ど
の
役
員
の
配
置
と
そ
の
職
務
内
容
、
実
際
の
実
務
を
執
行
す
る
た
め
の
組
織
と

し
て
庶
務
部
・
会
計
部
・
祭
典
部
の
三
部
と
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
属
す
る
係
の
設
置
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

 

庶
務
部
事
務
章
程
は
、
庶
務
部
全
般
が
担
当
す
る
仕
事
内
容
、
部
の
役
員
と
係
の

構
成
に
つ
い
て
述
べ
、
続
い
て
、
庶
務
部
に
所
属
す
る
御
分
霊
送
迎
係
事
務
章
程
を

皮
切
り
に
十
係
の
事
務
章
程
を
順
次
記
載
し
て
い
る
。 

 

会
計
部
事
務
章
程
は
、
会
計
部
が
会
計
事
務
全
般
の
担
当
で
あ
る
こ
と
述
べ
、 

そ
の
執
行
に
当
た
る
役
員
、
係
の
構
成
及
び
職
務
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
述
し

て
い
る
。
続
い
て
、
会
計
部
に
所
属
す
る
用
度
係
を
は
じ
め
六
係
の
事
務
章
程
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。 

 

祭
典
部
事
務
章
程
は
、
祭
典
部
が
臨
時
大
祭
の
祭
典
の
全
て
の
事
務
を
担
当
す
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
執
行
に
当
た
る
部
長
や
係
長
な
ど
の
役
員
の

構
成
及
び
職
務
内
容
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
。
続
い
て
、
会
計
部
に
所
属
す
る

神
職
係
を
は
じ
め
七
係
の
事
務
章
程
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
臨
時
大
会
事
務
章
程
が
正
式
に
決
定
さ
れ

た
の
は
、
大
正
十
一
年
（
１
９
２
２
）
七
月
七
日
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
基
づ
き
、
同
年
十
二
月
十
一
日
に
、
総
裁
本
田
秋
憲
、
副
総
裁
渡
邊
一
郎
、
顧

問
熊
崎
喜
衛
門
、
同
布
勢
又
蔵
、
同
荒
木
秋
崖
が
選
任
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
他
の
役

員
選
考
は
、
神
職
・
総
裁
・
副
総
裁
・
顧
問
に
一
任
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
一
任
さ
れ
た
神
職
・
総
裁
ら
は
、
何
度
か
会
議
を
開
き
、
大
正
十
二
年

一
月
四
日
に
、
役
員
全
員
を
決
定
し
た
。
同
年
二
月
五
日
に
、
臨
時
大
祭
の
委
嘱
書

及
び
依
頼
状
が
副
総
裁
・
顧
問
・
正
副
部
長
・
正
副
係
長
ら
の
総
員
八
十
四
名
に
配

達
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
月
十
二
日
に
古
川
町
役
場
楼
上
に
て
、
臨
時
大
祭
の
役
員

大
集
会
を
開
き
、
本
田
総
裁
よ
り
、
事
務
章
程
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。 
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三 

史
料
紹
介(

二) 

臨
時
大
祭
御
分
霊
招
請
状 

                        

図２ 臨時大会運営組織図 

 
  

 

神
職 

氏
子 

 
 
 
 

御
中 

来
ル
五
月 

 
 

 

五
日
間
本
社
ニ
於
テ 

 

臨
時
大
祭
執
行
可
仕
候
ニ
付 

御
分
霊
御
招
請
仕
度
候
条 

御
神
輿
供
奉
被
来
下
度 

此
段
奉
紙
上
候 

敬
具 

 
 

追
而
可
相
成
ハ
初
日
着
御
相
成
候
様 

 
 

煩
御
配
慮
候
度
併
而
奉
願
上
候 

  
 

古
川
町
郷
社
気
多
若
宮
神
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
職 

大
正
十
二
年 

月 

日 
 

天
木 

喜
久
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

立
田 

梅
之
助 

 
 
 
 
 
 
 

氏
子
総
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
田 

秋
憲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
田 

助
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
近 

文
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒲 

八
十
彦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
水 

文
七 

自
六
日 

至
十
日 

図３ 臨時大祭御分霊招請状 
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図４ 御分霊供奉予定事項回答の葉書（郷社
栗原神社）「気多若宮神社所蔵資料」 

①
史
料
の
解
説 

 
『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』
に
よ
れ
ば
、
御
分
霊
招
請
状
が
発
送
さ
れ
た
の
は
大
正

十
二
年
（
１
９
２
３
）
三
月
八
日
で
あ
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
招
請
神
社
は
、
二

百
三
十
社
で
あ
っ
た
。
対
象
と
な
る
神
社
は
、
吉
城
郡
と
高
山
町
は
全
社
、
大
野
郡

と
益
田
郡
は
、
郷
社
で
あ
る
と
大
正
十
一
年
（
１
９
２
２
）
七
月
五
日
に
決
定
し
て

い
た
。 

 

こ
の
招
請
状
は
、
御
分
霊
の
招
請
と
神
輿
供
奉
を
お
願
い
し
た
内
容
で
あ
る
。 

ま
た
、
追
記
と
し
て
、
な
る
べ
く
大
祭
初
日
の
神
輿
供
奉
を
お
願
い
し
て
い
る
。 

こ
の
意
図
は
、
招
請
側
と
し
て
は
大
変
で
あ
る
が
、
賑
々
し
く
華
や
か
な
大
祭
を
創

出
し
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。 

差
出
人
は
、
神
職
二
名
、
氏
子
総
代
五
名
の
計
七
名
で
あ
る
。 

神
職
天
木
喜
久
三
は
、
社
司
、
立
田
梅
之
助
は
禰
宜
で
あ
っ
た
。
臨
時
大
祭
中
行

わ
れ
る
本
祭
、
夜
祭
な
ど
の
祭
主
は
天
木
喜
久
三
、
副
祭
主
は
立
田
梅
之
助
が
務
め

た
。
天
木
喜
久
三
は
、
古
川
町
布
勢
又
蔵
家
出
身
で
明
治
四
十
三
年
（
１
９
１
０
）

か
ら
昭
和
四
十
一
年
（
１
９
６
６
）
ま
で
の
五
十
六
年
間
の
大
変
長
き
に
わ
た
り
社

司
・
宮
司
を
務
め
た
。
ま
た
、
立
田
梅
之
助
は
神
職
の
傍
ら
号
を
湯
萬
年
と
称
し
石

材
彫
刻
家
と
し
て
活
躍
し
飛
騨
各
地
に
作
品
を
残
し
て
い
る
。
大
正
十
一
年
作
成
の

気
多
若
宮
神
社
の
社
号
碑
も
そ
の
一
つ
で
現
存
し
て
い
る
。 

 

氏
子
総
代
五
名
中
、
本
田
秋
憲
・
田
近
文
三
郎
・
蒲
八
十
彦
・
清
水
文
七
の
四
名

は
、
古
川
町
選
出
、
和
田
助
左
衛
門
は
、
神
社
の
所
在
地
上
気
多
選
出
と
な
っ
て
い

る
。
五
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
大
祭
の
重
要
な
役
員
に
就
任
し
た
。
そ
れ
は
、
総
裁

本
田
秋
憲
、
祭
典
部
長
和
田
助
左
衛
門
、
庶
務
部
長
田
近
文
三
郎
、
会
計
部
長
蒲
八

十
彦
、
会
計
部
副
部
長
清
水
文
七
で
あ
っ
た
。
臨
時
大
祭
は
、
こ
の
五
名
が
中
枢
と

な
り
企
画
運
営
さ
れ
た
。 

 

四 

史
料
紹
介
（
三
）
御
分
霊
供
奉
予
定
回
答
の
葉
書 

 

左
の
史
料
は
、
郷
社
栗
原
神
社
（
上
宝
村
宮
原
）
か
ら
の
回
答
を
記
し
た
葉
書
で

あ
る
。 

 
 
 
 
 

      

        
 

 

 
①
史
料
の
解
説 

 
葉
書
は
、
招
請
状
と
共
に
各
神
社
に
配
布
さ
れ
と
思
わ
れ
る
。
三
月
二
十
五
日
ま

で
に
回
答
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
。
大
祭
準
備
の
基
礎
資
料
と
な
る
大
変
重
要
な

情
報
を
得
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。 

 

・
御
分
霊
供
奉
の
有
無 

・
鎮
座
地
の
地
名 

・
神
社
名 
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・
着
御 

・
還
御
の
日
時 

・
直
会
へ
の
出
席
人
数 

 
 
 
 

 
各
神
社
か
ら
の
回
答
を
基
に
、
各
部
が
大
祭
を
迎
え
る
準
備
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、

直
会
の
料
理
、
神
酒
の
手
配
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」

等
の
資
料
を
作
成
し
た
部
も
あ
る
。
そ
の
一
例
を
次
に
紹
介
す
る
。 

 

五 

史
料
紹
介
（
四
）「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」   

      

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

①
史
料
の
解
説 

 

こ
の
史
料
は
、
祭
典
部
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
町
村
別
に
御
分
霊
を
入
御
・

還
御
し
た
日
時
と
そ
の
神
社
名
が
記
載
さ
れ
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
５
は
、

古
川
町
の
み
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
吉
城
郡
・
大
野
郡
の
各
神
社
別
に
同
様
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
簿
を
見
る
と
、
吉
城
郡
か
ら
百
社
、
大
野
郡
か
ら
十
二

社
合
計
百
十
二
社
が
入
御
・
還
御
し
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

入
御
は
、
大
会
初
日
五
月
六
日
七
十
五
社
、
七
日
十
六
社
、
八
日
六
社
、
九
日
十

三
社
、
十
日
二
社
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
還
御
は
、
六
日
三
社
、
七
日
二
十
九
社
、

八
日
十
三
社
、
九
日
五
十
七
社
、
最
終
日
十
日
十
社
と
な
っ
て
い
る
。（
図
六
及
び

資
料
３
参
照
） 

           

 
六 
史
料
紹
介
（
五
）「
庶
務
部
日
誌
」 

 

大
祭
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
章
程
事
務
所
規
程
第
六
条
に
基
づ
き
各
部
各
係

は
日
誌
と
係
員
の
出
勤
簿
を
整
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。史
料
紹
介
（
五
）で
は
、

 
 
 御

分
霊 

 
 
 

記
載
簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭
典
部 

 
 吉

城
郡
古
川
町 

 

御
分
霊 

入
御 

月
日 

 
 
 
 

大
字
社
格 

 
神
社 

 
 
 

検
印 

 
 
 
 
 

還
御 

月
日 

六
日
午
前 

 
 

十
日 

八
時
半 

 

午
后
四
時
十
分 

 

殿
町 

 
 

増
島
天
満
神
社 

印 

〃 

午
后 

 
 

九
日 

 
 
 

一
時
半 

 

十
一
時
半 
 
 
 

上
町 

 
 

栗
原
神
社 

 
 

印 

〃 

午
前 

 
 

九
日 

十
一
時
半 

午
后
四
時
廿
五
分 

沼
町 

 
 

大
歳
神
社 

 
 

印 

〃 

午
后 

 
 

十
日 

 
 
 

一
時
半 
 

四
時
半 

 
 
 
 

是
重 

 
 

貴
船
神
社 

 
 

印 
 

六
日 

午
前 

 

九
日 

 
 
 

十
時
半 

 

午
前
十
二
時 

 
 

下
気
多 

 

水
穂
神
社 

 
 

印 

入
御 

還
御 

図５「御分霊入御還御記載簿」 

 

図６ 御分霊入御還御神社数 
「御分霊入御還御記載簿」（「気
多若宮神社所蔵資料」をもとに
作成） 

郡 町村 神社数
古川町 5
国府村 23
細江村 7
小鷹利村 10
河合村 6
坂上村 3
袖川村 9
阿曽布村 17
船津町 7
上宝村 13
髙山町 5
灘村 1
大名田村 1
丹生川村 4
宮村 1
計 112

大野郡

御分霊入御還御神社数

吉城郡
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「
庶
務
部
日
誌
」
を
次
の
史
料
紹
介(

六)

で
は
、「
殿
外
装
飾
係
日
誌
」
を
取
り
上

げ
部
や
係
の
具
体
的
な
動
き
や
活
動
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

                       

                         

 
 

日
誌 
庶
務
部 

 
 
 
 

庶
務
部
員
日
勤
簿 

 
 

六
日 

七
日 

八
日 

九
日 
十
日 

備
考 

 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

田
近
文
三
郎 

 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

川
上
弥
兵
衛 

 
 
 
  

上 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
井 

藤
三 

 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上        
足
立
仁
太
郎 

 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

樹
下 

代
吉 

   

上 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 
 
 

田
口
鐵
太
郎 

    
 
 
 
 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

牛
丸
副
部
長 

    

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

本
田
総
裁 

   

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 

上 
 
 
 

渡
邊
副
総
裁 

 
 
 
 
 

上 
 

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊
崎
顧
問 

 
 
 
 
 

上    

上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天
木
顧
問 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

上 
 

上 

上 
        

牛
丸
顧
問 

 

上 
 

上                         

荒
木
顧
問 

 

増
島
神
社
及
河
合
村
有
家
白
山
神
社
之
二
社
第
一
着
ニ
参
着 

相
成
タ
リ 

第
二
細
江
村
数
河
松
尾
白
山
神
社
参
着
相
成
タ
リ 

 

五
月
六
日
晴
天 

各
神
社
賑
々
敷
御
参
着
相
成
タ
リ 

本
田
総
裁
渡
邊
副
総
裁
各
係
長
以
下
部
員
出
席
セ
ラ
ル 

荒
木
顧
問
出
席
セ
ラ
ル 

郷
社
以
上
御
分
霊
奉
送
迎
之
為
各
係
へ
警
護
派
遣
方
通
知
セ 

 
 
 
 

リ 本
日
午
後
四
頃
よ
り
雨
降
ト
ナ
ル 

御
分
霊
奉
送
迎
之
為
通
知
セ
シ
係
名 

祭
典
部
員
一
名 

 

庶
務
部
員
一
名 

会
計
部
員
一
名 

 

殿
外
装
飾
係
二
名 

殿
外
点
燈
係
二
名 

衛
生
係
一
名 

舞
殿
係
一
名 

 
 

殿
内
装
飾
係
一
名 

休
憩
所
係
二
名 

 

神
職
係
二
名 

殿
守
係
二
名 

 
 

上
納
係
三
名 

用
度
係
五
名 

 
 

献
備
係
一
名 

饗
応
係
五
名 

 
 

直
会
係
一
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

以
上
三
十
一
名 

本
日
之
本
祭
午
后
四
時
執
行
之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

本
日
之
夜
祭
午
后
七
時
半
執
行
之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

 

午
后
九
時
詰
所
閉
鎖
ス 

  
 

 

図８ 5月 6日「庶務部日誌」 

図７ 「庶務部日誌」 
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五
月
七
日 

雨
降 

田
近
庶
務
部
長
以
下
係
員
出
席
セ
ラ
ル 

本
日
之
報
告
祭
午
前
九
時
執
行
之
旨
祭
典
部
ヨ
リ
通
知
ア
リ
タ
リ 

本
日
本
田
総
裁
渡
邊
副
総
裁
出
席
セ
ラ
ル 

水
穂
神
社 

献
備
品
奉
納 

品
目
幷
ニ
町
村
名 

古
川
町
大
字
下
気
多
区 

 

榊
幷
ニ
柳
樽 

 
 

左
記
之
通
リ
通
知
ス 

祭
典
部 

 

会
計
部 

昨
日
御
通
知
申
上
候
貴
部
係
員
本
日
午
前 

十
一
時
迠
ニ
送
迎
係
詰
所
テ
ン
ト
迠
奉
迎
之 

為
御
出
被
下
可
候 

 
 

飛
驒
総
社
氏
子
総
代
よ
り
御
神
輿
□
□
□
□ 

申
越
ニ
依
り
左
通
り
回
答
セ
リ 

謹
啓
本
日
ハ
雨
路
御
苦
労
様
ニ
奉
存
候
ニ
付 

甚
も
御
苦
労
ニ
候
得
共
日
時
迠
人
夫
御
出
し 

被
下
可
候 

県
社
飛
騨
総
社
午
後
零
時
御
参
着
尓
相
成
各 

部
員
係
員
全
部
奉
迎
申
上
賑
々
敷 

御
参
殿
相
成
タ
リ 

 

天
木 

熊
崎
両
顧
問
出
席
セ
ラ
ル 

図９ 5月 7日「庶務部日誌」 

 
 

 
 

 

五
月
八
日 

雨
降 

渡
辺
副
総
裁
牛
丸
忠
次
田
近
庶
務
部
長 

以
下
部
員
出
席
セ
ラ
ル 

祭
典
部
よ
り
本
日
之
本
祭
午
後
九
時
之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

本
日
国
幣
小
社
水
無
神
社
午
前
十
時
三
十
分
御
参
着
之
旨 

通
知
有
之
副
総
裁
以
下
部
員
一
同
御
出
迎
ヒ
出
場
セ
ラ
ル 

荒
木
顧
問
出
席
セ
ラ
ル 

 

本
田
総
裁
各
係
長
出
席
セ
ラ
ル 

左
記
之
通
リ
通
知
相
成
タ
リ 

本
祭
午
前
九
時
、
本
祭
日
ノ
神
徳
祭 

午
後
五
時 

荒
城
神
社
御
参
着
ニ
付
総
裁
以
下
部
員
奉
迎
セ
リ 

左
記
之
通
り
祭
典
部
よ
り
通
知 

有
之
ニ
付
牛
丸
副
部
長
出
席
セ
ラ
ル 

祭
典
之
儀
ニ
付
大
急
御
協
議
申
上
度
件 

出
来
致
候
間
御
迷
惑
様
な
可
ら
直
ニ
祭
典 

部
迄
御
参
加
ニ
成
下
可
候 

祭
典
部
ヨ
リ
左
ノ
通
知
ア
リ 

総
裁
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
本
日
ノ
神
徳
祭
夜
祭
ヲ 

午
後
八
時
ニ
合
併
執
行
可
相
成
ニ
付
此
段 

御
通
知
ニ
及
ビ
候
也 

図１０ 5月 8日「庶務部日誌」 

 



 

52 

 

                         

                         

 
 

 
 

五
月
九
日 

晴
天 

本
田
総
裁 

布
施 

熊
崎
両
顧
問
田
近
部
長 

各
係
長
及
ヒ
部
員
一
同
出
席
セ
ラ
ル 

本
日
好
天
気
尓
テ
意
外
ノ
人
出
尓
テ
境
内 

立
錐
之
余
地
な
く
参
拝
者
数
万
人 

祭
典
部
よ
り
本
日
の
本
祭
午
后
二
時
執
行 

之
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
よ
り
撤
饌
之
儀
ニ
付
意
見
如
何 

之
照
会
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
ヨ
リ
本
日
ノ
夜
祭
午
后
七
時
ヨ
リ
執
行
可
相
成
旨 

通
知
ア
リ
タ
リ 

総
裁
局
ヨ
リ
本
日
ハ
参
詣
者
多
数
ニ
付
キ
特
ニ
各
係
員
全 

部
夜
祭
終
了
後
迠
出
務
相
成
ル
様
各
係
ヘ
通
知
方
取
計
ワ 

レ
タ
キ
旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
ヨ
リ
撤
饌
ハ
如
何
イ
タ
シ
マ
セ
ウ
祭
典
部
ヘ 

話
渡
シ
ガ
有
リ
マ
セ
ン
デ
心
配
シ
テ
居
ル
旨
ニ
テ 

意
見
承
リ
タ
キ
由
照
会
ア
リ
タ
リ 

祭
典
部
ヨ
リ
本
日
ノ
本
祭
ハ
午
後
二
時
執
行
可
相
成 

旨
通
知
ア
リ
タ
リ 

庶
務
部
長
以
下
部
員
ノ
集
合
ノ
席
ニ
テ
終
了
日
ニ
ハ
各
部 

青
年
有
志
ヨ
リ
ソ
レ
〱
仁
輪
加
其
ノ
他
ノ
催
ヲ
ナ
シ
郷
社 

境
内
へ
ニ
ギ
〱
シ
ク
御
集
リ
ヲ
イ
タ
シ
度
キ
旨
依
頼
状
ヲ 

明
朝
早
区
長
へ
発
送
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
リ 

図１１ 5月 9日「庶務部日誌」 

 
 

 
 

 
 

五
月
十
日 

晴
天 

牛
丸
忠
次 

田
近
庶
務
部
長 

樹
下 

川
上
部
員
出
席 

昨
夜
ノ
協
議
ニ
基
キ
早
朝
左
之
通
リ
依
頼
状
ヲ
発
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

本
日
ハ
目
出
度
キ
大
祭
終
了
に
つ
き
各
部
青
年 

 

有
志
に
て
そ
れ
〱
仁
輪
加
其
他
の
催
に
て
気
多 

 

若
宮
神
社
境
内
へ
に
ぎ
〱
し
く
御
集
の
ほ
ど
御 

 

歓
迎
申
上
候
間
貴
区
内
青
年
へ
御
勧
誘
被
下
度 

 

相
申
候 

 
 
 
 
 

五
月
拾
日 

 
 
 

総
裁
局 

 

 

 
 

各
区
長
殿 

 
 

二
伸 

 
 

招
待
せ
し
各
神
社
は
殆
ど
御
還
御
に
相
成
り 

 
 

淋
し
さ
を
感
じ
候
間
精
々
御
勧
誘
相
成
度 

 
 

申
添
候 

 
 

本
日
ノ
本
祭
午
後
二
時
執
行
可
成
旨
祭
典
部 

よ
り
通
知
あ
り
た
り 

田
近
庶
務
部
長
よ
り
各
係
長
を
招
き
係
員
慰
労
会
の
件 

尓
付
協
議
を
な
し
左
之
通
り
決
定
セ
リ 

 
 
 
 
 
 

記 

 

十
二
日
午
後
慰
労
会
を
催
す
へ
き
よ
定
を
変
更
し 

図１２ 5月 10日「庶務部日誌」 
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①
史
料
の
解
説 

 

庶
務
部
日
勤
簿
か
ら
庶
務
部
は
、
田
近
庶
務
部
長
を
は
じ
め
庶
務
部
員
七
名
で
構

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
部
員
に
引
き
続
き
本
田
総
裁
、
渡
邊
副

総
裁
、
各
顧
問
の
日
勤
簿
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
庶
務
部
に
総
裁
・

副
総
裁
・
顧
問
が
常
駐
し
庶
務
部
が
、
臨
時
大
祭
の
本
部
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
日
誌
で
区
長
宛
の
依
頼
文
の
中
で
総
裁
局
が
出
て
く
る
が
、
総

裁
を
中
心
と
し
た
本
部
名
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

庶
務
部
と
し
て
大
祭
の
運
営
や
進
行
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
各
部
を
指
揮
監
督

し
、
課
題
や
問
題
に
対
し
て
総
裁
ら
の
判
断
や
指
示
を
受
け
な
が
ら
活
動
を
展
開
し

た
と
推
察
さ
れ
る 

そ
の
例
を
こ
の
日
誌
の
中
か
ら
取
り
上
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

・
郷
社
以
上
の
御
分
霊
送
迎
へ
の
対
応 

各
係
か
ら
係
員
を
動
員
し
て
送
迎
し

た
。 

・
飛
驒
総
社
へ
の
対
応 

飛
騨
総
社
か
ら
の
照
会
に
対
し
回
答
し
た
。 

・
祭
典
部
の
祭
典
執
行
に
つ
い
て
の
相
談
に
対
し
て
回
答
し
た
。 

 

・
各
区
長
に
対
し
青
年
の
仁
輪
加
参
加
へ
の
依
頼
状
を
発
送
し
た
。 

 

・
慰
労
会
の
日
時
の
変
更
や
料
理
の
変
更
を
依
頼
し
た
。 

 

・
記
念
写
真
の
撮
影
を
実
施
し
た
。 

次
に
、
こ
の
日
誌
か
ら
大
祭
五
日
間
の
様
子
を
捉
え
る
。 

 

・
五
月
六
日
は
、
晴
で
各
神
社
が
賑
々
し
く
参
着
し
た
。 

 
・
五
月
七
日
は
、
降
雨
と
な
り
各
神
社
雨
路
の
中
苦
労
し
て
参
着
し
た
。 

 
 

飛
驒
総
社
の
参
着
に
は
、
各
部
員
各
係
総
出
で
奉
迎
し
た
。 

 

・
五
月
八
日
も
降
雨
と
な
っ
た
。
午
前
十
時
半
頃
国
幣
小
社
水
無
神
社
の
奉
迎
を

副
総
裁
以
下
各
係
員
総
出
で
行
っ
た
。 

 

・
五
月
九
日
は
、
晴
天
と
な
り
神
社
へ
多
数
の
参
詣
者
が
訪
れ
た
。
そ
の
た
め
、

 
十
一
日
取
片
付
け
後
各
係
思
い
〱
ニ
催
す
る
こ
と 

 
係
員
一
人
御
酒
二
合
、
肴
料
五
十
銭
宛 

呈
す
る
こ
と 

 
 

本
日
総
裁
田
口
副
部
長
足
立
部
員
出
席 

 

大
野
郡
清
見
村
新
宮
よ
り
伊
勢
神
楽
来
り 

舞
殿
尓
於
て
カ
グ
ラ
舞
を
催
春 

 

十
二
日
慰
労
会
折
詰
注
文
取
消
し
を
北
平
宇
吉
へ
交
渉
ス
ル
コ
ト 

ヲ
鈴
木
長
三
郎
氏
へ
依
頼
ス 

交
渉
の
結
果
鱒
及
鳥
貝
ハ
其
れ
〱
準
備
後
ニ
付
キ
交
渉
纏
マ
ラ
ズ 

困
テ
不
得
止 

鱒
照
焼
鳥
貝
□
❘
ブ
ル
三
種
薄
板
包
ニ
変
交
シ
テ 

北
平
宇
吉
へ
二
百
八
十
人
前
日
下
部
儀
太
郎
へ
七
十
人
前
注
文
セ 

リ
慰
労
会
ハ
十
一
日
午
後
四
時
ト
決
定
ス 

 

記
念
写
真
ハ
大
石
段
ノ
所
ニ
テ
玉
腰
写
真
師 

サ
ツ
エ
❘ 

セ
シ
ム 

本
日
夜
祭
午
后
七
時
執
行
ノ
通
知
ア
リ
タ
リ 

図１３ 5月 10日「庶務部日誌」 
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各
係
は
夜
祭
終
了
ま
で
出
役
し
た
。 

 
・
五
月
十
日
は
、
晴
天
と
な
っ
た
。
各
区
長
へ
青
年
に
よ
る
仁
輪
加
が
本
日
開
催

さ
れ
る
の
で
神
社
へ
参
集
し
て
欲
し
い
と
の
依
頼
状
を
出
す
。 

 
 

ま
た
、
十
二
日
の
慰
労
会
の
日
時
を
変
更
し
後
始
末
の
後
十
一
日
に
開
催
す
る

こ
と
を
各
係
に
伝
え
た
。 

 

こ
の
「
庶
務
部
日
誌
」
は
、
大
祭
当
日
の
天
候
、
各
神
社
の
参
着
と
奉
迎
の
様
子
、

参
詣
者
の
状
況
や
大
祭
に
関
わ
る
係
の
動
き
が
具
体
的
記
述
さ
れ
生
々
し
く
当
時

の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。 

 

七 

史
料
紹
介
（
六
）「
殿
外
装
飾
係
日
誌
」 

 

「
殿
外
装
飾
日
誌
」
は
、
庶
務
部
に
所
属
し
参
詣
路
の
装
飾
や
町
内
の
環
境
整
備

及
び
巡
視
等
を
担
当
し
た
殿
外
装
飾
係
の
日
誌
で
あ
る
。 

             

                         

殿
外
装
飾
係 日 

記 

 
 
 
 

 
 
 

四
月
二
十
二
日 

本
日
午
后
八
時
役
場
楼
上
ニ
於
テ
係
員 

打
合
会
を
開
ク 

出
席
者
全
員 

 
 
 

四
月
二
十
五
日 

本
日
午
后
八
時
小
瀬
宅
ニ
於
テ
打
合
会 

開
催
ス 

出
席
者 

岡
田 

政
井 

日
下
部 

柚
村 

図１４ 4月 22日・25日「殿外装飾係日誌」 

協
議
事
項 

鳥
御
買
渡
ノ
件 

大
祭
初
日 

全
員
七
時 

神
田
不
動
尊 

前
ニ
集
会
ノ
事 

惣
人
欠
出
勤
ス
ル
中
ハ
出
不
足
金
弐
円 

徴
収
候
決
定
ス 

 
 

四
月
二
十
六
日 

本
日
午
后
一
時
ヨ
リ
市
中
障
害
物
不 

潔
物
ノ
取
拂
調
査
ノ
タ
メ
左
記
ノ
者 

巡
視
セ
シ
ム 

 

坂
本
芳
之
助 

北
村
清
太 

 

柚
村
久
太
郎 

本
日
関
係
区
長
へ
左
記
ノ
通
リ
依
頼 

状
ヲ
発
ス 

 
 
 

区
長
宛 

 

殿
外
装
飾
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
正
十
二
年
四
月
二
十
六
日 

 
 
 

臨
時
大
祭
殿
外
装
飾
ノ
件
依
頼 

 

拝
啓 

陳
バ
農
繁
ノ
規
節
ト
相
成
候
段 

今
回
臨
時
大
祭
挙
行
ニ
付
区
長
集
会
ノ
節
御
協
議 

相
成
居
り
候
事
ト
ハ
存
シ
候
へ
共
左
記
事
項
御
区 

内
一
段
へ
御
注
意
旁
々
御
通
達
置
被
下 

度
此
段
重
テ
及
依
頼
候
也 

 
 
 
 
 

左 

記 
一
、
氏
子
一
般
献
燈
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
事 

図１５ 4月 25日「殿外装飾係日誌」 
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但 

傘
ニ
ハ
先
ニ
花
桜
ヲ
取
付
提
灯
竿 

ハ
溝
端
石
ヨ
リ
一
尺
外
側
ニ
立
テ
距
離
ハ 

一
定
シ
遠
ク
共
四
間
以
上
離
レ
サ
ル
様
且 

変
度
ナ
キ
様
御
注
意
相
成
タ
シ 

二
、
祭
礼
辻
旗
ヲ
立
テ
旗
下
ヲ
附
ス
事 

三
、
各
区
ニ
飾
物
ヲ
ナ
ス
事 

四
、
氏
子
ハ
各
戸
簾
ヲ
懸
ケ
道
路
ヲ
掃
除 

ス
ル
事 

五
、
屋
台
ヲ
装
飾
シ
屋
台
倉
ニ
飾
リ
置
ク
事 

六
、
各
道
路
及
見
安
キ
所
ノ
不
敬
物
ニ
渡
ル 

 
 

ヘ
キ
モ
ノ
ハ
榊
ヲ
以
テ
十
分
覆
ヲ
ナ
シ 

 
 

且
肥
料
ノ
溜
桶
等
ハ
通
路
ヨ
リ
二
十
間 

 
 

以
上
離
シ
タ
ル
所
ニ
置
ク
事 

 
 

但
取
払
期
日
ハ
五
月
一
日
迠
ト
シ
若
シ 

 
 

期
日
迠
ニ
取
払
ハ
ザ
ル
時
ハ
係
員
ニ
於 

 
 

テ
処
分
ス
ル
事 

七
、
家
屋
前
ニ
荷
車
其
他
一
切
見
苦
シ
キ
モ 

ノ
ハ
取
払
ノ
コ
ト 
 

  
 
 

五
月
一
日 
 
 
 

本
日
青
年
会
員
杦
垣
着
手
出
場
ニ
付
監
督
ノ 

タ
メ
左
記
ノ
者
出
場
セ
リ 

 

小
瀬 

渡
邊 

畑
中 

神
出 

田
代 

是
重 

図１６ 4月 25日・5月 1日「殿外装飾係日誌」 

 
 

 
 

五
月
二
日 

前
日
引
続
キ
仕
事
ノ
タ
メ
左
記
ノ
者 

出
場
ス 

岡
田 

政
井 

平
林 

小
邑 

古
田 

野
村 

西
野 

打
田 

  
 
 

五
月
四
日 

本
日
午
前
市
中
巡
視
ト
シ
テ
左
記
ノ 

者
出
場
ス 

岡
田 

北
村 

坂
本 

午
后 

郷
社
道
路
杦
垣
破
損
シ
候
ノ 

手
直
シ
ノ
タ
メ
左
記
ノ
者
出
場
ス 

 
 
 

記
名 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

神
出 

田
代 

田
代 

渡
邊 

坂
本 

平
林 

小
邑 

畑
中 

西
野 

柚
村 

古
田 

船
坂 

 
 

 
 

五
月
五
日 

全
員
休
ミ 

  
 
 

五
月
六
日 

午
前
五
時
ヨ
リ
九
時
迠
郷
社
道
路 

杉
垣
修
理
及
提
灯
二
十
一
個
増
島 

天
満
神
社
ヨ
リ
借
入
新
提
灯
拾
個 

図１７ 5月 2日・4日・5日・6日「殿外装飾係日誌」 
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傘
三
十
本
分
清
水
文
七
ヨ
リ
買
入
樹
立
ス 

出
場
者
ハ 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

日
下
部 

北
村 

渡
邊 

野
村 

打
田 
坂
本 

是
重 

平
林 

小
邑 

野
村 

古
田 
船
坂 

午
前
十
時 

郷
社
境
内
詰
所 

出
場
者 

平
林 

岡
田 

政
井 

是
重 

北
村 

日
下
部 

畑
中 

小
瀬 

 
 

 
 
 

五
月
七
日 

本
朝
午
前
五
時
モ
ー
ル
杉
垣
添
付
ノ
タ
メ 

係
員
全
員
出
場
セ
リ 

午
前
九
時
詰
所
へ 

出
場
者 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

日
下
部 

小
邑 

西
野 

古
田 

船
坂 

渡
邊 

野
村 

 
 
 
 

 
 
 

五
月
八
日 

午
前
九
時 

左
ノ
出
場
者 

小
瀬 

□
田 

 
 
 
 

 
 
 

五
月
九
日 

午
前
九
時
詰
所
出
場
者 

図１８ 5月 6日・7日・8日・9日「殿外装飾係日誌」 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

北
村 

日
下
部 

田
代 

畑
中 

平
林 

  
 
 

五
月
拾
日 

午
前
九
時
詰
所 

出
場
者 

小
瀬 

岡
田 

政
井 

平
林 

日
下
部 

田
代 

是
重 

本
夜
午
后
七
時 

モ
ー
ル
取
払
ノ
タ
メ 

畑
中 

袖
村 

平
林 

西
村 

神
出 

 

日
下
部 

打
田 

 
 
 
 

 
 
 

五
月
拾
壱
日 

本
日
終
了
ノ
タ
メ
取
払
左
ノ
者 

出
場
ス 

渡
邊 

畑
中 

北
村 

柚
村 

船
坂 

小
邑 

坂
本 

古
田 

神
出 

７
分
是
重 

５
分
野
村 

政
井 

岡
田 

七
分
平
林 

小
瀬 

臨
時
雇
人
夫 

 
 

柏
原
彦
二
郎 

打
田
文
一 

 
 

北
平
善
太
郎 

官
林
徳
三
郎 

 
 

神
出
□
一
郎 

川
仲
末
吉 

 
 

堀
重 

図１９ 5月 10日・11日「殿外装飾係日誌」 
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①
史
料
の
解
説 

 

殿
外
装
飾
係
は
、
小
瀬
友
吉
係
長
以
下
二
十
名
で
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
。 

 

職
務
遂
行
に
当
た
り
、
係
と
し
て
係
員
の
出
不
足
料
と
し
て
二
円
の
徴
収
を
決
め

て
い
る
な
ど
職
務
遂
行
へ
の
強
い
決
意
が
窺
わ
れ
る 

大
祭
前
に
行
っ
て
い
た
職
務
は
、
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 
 

・
市
中
の
障
害
物
や
不
潔
物
の
取
り
払
い
の
調
査
と
巡
視 

 
 

・
区
長
へ
七
項
目
の
依
頼 

 
 

・
青
年
団
実
施
の
郷
社
参
道
に
対
す
る
杉
垣
と
モ
ー
ル
に
よ
る
装
飾
作
業
の 

監
督 

 

区
長
へ
の
依
頼
七
項
目
を
見
る
と
、
氏
子
に
は
、
家
の
前
の
環
境
整
備
や
献
灯
の

義
務
を
課
し
、
提
灯
竿
を
建
て
る
位
置
を
具
体
的
に
指
示
す
る
な
ど
細
か
く
依
頼

 
 

 

諸
支
払 

一
、
金 

五
拾
五
円
九
十
銭 

 

モ
ー
ル
代 

一
、
金 
弐
円
六
十
五
銭 

 
 

小
瀬
立
替 

一
、
金 
弐
円
弐
拾
八
銭 

 
 

末
崎
立
替 

 

一
、
金 

参
円 

 
 
 
 
 
 

自
動
車
運
賃 

一
、
金 

十
六
円 

 
 
 
 
 

岐
阜 

高
山
運
賃 

一
、
金 

参
円 

 
 
 
 
 
 

太
江
諸
費 

一
、
金 

参
拾
弐
円
拾
弐
銭
三
厘 

青
年
団 

通
計 

一
、
金 

六
円
六
銭 

 
 
 
 

係
員 

通
計 

 

一
、
金 

八
円
九
十
八
銭 

 
 

丸
太
借
賃 

一
、
金 

八
十
円 

 
 
 
 
 

鳥
御
代
金 

  
 
 
 
 

係
員
名 

 
 
 
 
 

係
長 

 

小
瀬
友
吉 

 
 
 
 
 

副
係
長 

岡
田
重
五
郎 

 
 
 
 
 

副
係
長 

政
井
藤
三
郎 

 
 
 
 
 
 

係 
 

神
出
定
二
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
下
部
健
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
代
興
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
村
清
太 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
邊
彦
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
村
由
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

打
田
三
郎 

図２０ 5月 11日「殿外装飾係日誌」 

上
谷
彦
次
郎 

坂
本
芳
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

是
重
松
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
林
床
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
邑
庄
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畑
中
松
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西
村
松
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柚
村
久
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
田
大
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

船
坂
由
五
郎 

  
 
 

計 

弐
拾
名 

図２１ 5月 11日「殿外装飾係日誌」 
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し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
区
に
対
し
て
は
辻
旗
を
立
て
る
こ
と
、
屋
台

や
屋
台
蔵
の
飾
り
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
各
神
社
の
御
分
霊
供

奉
に
対
し
て
不
敬
に
な
ら
な
い
よ
う
市
中
全
体
に
統
一
感
の
あ
る
綺
麗
な
環
境
整

備
に
係
と
し
て
細
心
の
注
意
を
払
い
努
力
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
、
郷
社
参
道
の
杉
垣
は
、
古
川
青
年
団
総
出
で
参
道
の
両
側
四
百
間
に
渡
り

行
わ
れ
た
。
こ
の
作
業
の
指
揮
監
督
に
当
た
っ
た
。 

大
祭
期
間
中
の
五
日
と
六
日
は
、
早
朝
午
前
五
時
か
ら
出
役
し
杉
垣
の
補
修
や
、

提
灯
の
飾
り
つ
け
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。
七
日
か
ら
十
日
は
、
午
前
九
時
に
、
詰

所
に
て
職
務
に
当
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
片
付
け
と
し
て
、
十
日
夜
七
時
よ
り
モ
ー

ル
撤
去
、
十
一
日
に
杉
垣
や
提
灯
等
の
撤
去
作
業
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

「
鳥
御
」
に
つ
い
て
そ
の
役
割
は
、
不
明
で
あ
る
が
縁
起
の
良
い
飾
り
と
し
て
使

用
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

八 

お
わ
り
に 

 

史
料
紹
介
を
通
し
て
、
大
正
十
二
年
の
臨
時
大
祭
は
、
氏
子
の
理
解
と
協
力
を
得

て
氏
子
総
代
を
中
心
に
組
織
的
計
画
的
に
斎
行
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
斎
行
中
生
じ

た
課
題
や
問
題
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
、
割
り
当
て
ら
れ
た
職
務
を
部
員
・
係
員

の
熱
意
や
努
力
に
よ
り
真
摯
に
遂
行
さ
れ
た
こ
と
が
捉
え
ら
れ
た
。 

 

今
回
紹
介
し
た
史
料
は
、
六
点
の
み
で
あ
り
、
臨
時
大
祭
の
一
断
面
を
捉
え
た
に

過
ぎ
な
い
。
深
く
臨
時
大
祭
の
実
相
に
迫
る
に
は
、
祭
典
部
、
会
計
部
、
各
係
の
日

誌
等
を
精
読
調
査
し
総
合
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

さ
ら
に
今
後
の
課
題
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

・
今
回
の
調
査
で
は
、
臨
時
大
祭
が
斎
行
さ
れ
た
目
的
や
契
機
を
把
握
で
き
な
か
っ

た
。
郷
社
気
多
若
宮
神
社
は
、
大
正
十
五
年
（
１
９
２
６
）
二
月
に
県
社
に
昇
格

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
臨
時
大
祭
の
斎
行
は
、
県
社
昇
格
に
向
け
て
の
環
境
づ

く
り
の
一
環
と
も
推
察
さ
れ
る
。
今
後
さ
ら
に
調
査
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。 

・
臨
時
大
祭
斎
行
に
当
た
っ
て
の
各
係
の
配
置
図
・
境
内
の
様
子
等
の
史
料
を
見
出

し
、
直
会
会
場
、
庶
務
部
、
各
係
の
詰
所
な
ど
の
位
置
を
特
定
し
た
い
。 

・
各
神
社
が
参
着
後
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
ど
う
係
が
対
応
し
た
の
か
。
各
係
の
仕

事
の
流
れ
や
、
連
携
に
つ
い
て
明
確
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。 

・
臨
時
大
祭
の
収
支
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
金
銭
面
か
ら
大
祭
を
捉
え
る
こ
と

も
大
切
で
あ
る
。 

＊
参
考
資
料
と
し
て
五
点
を
次
頁
よ
り
記
載
す
る
。 

 

・
資
料
１ 

大
正
十
二
年
気
多
若
宮
神
社
臨
時
大
祭
の
経
緯
概
要 

『
神
社
議
員
集
会
日
誌
』「
飛
驒
市
行
政
資
料
」
を
も
と
に
作
成 

 

・
資
料
２ 

御
分
霊
入
御
還
御
一
覧
表 

「
御
分
霊
入
御
還
御
記
載
簿
」「
気
多
若
宮
神
社
所
蔵
資
料
」
を
も
と 

に
作
成 

・
資
料
３ 

大
正
十
二
年
臨
時
大
祭
書
類
箱
中
に
保
管
さ
れ
て
い
た
史
料
名
一 

 
 
 
 
 

覧
表 

「
気
多
若
宮
神
社
所
蔵
資
料
」
を
も
と
に
作
成 

 

・
資
料
４ 

大
祭
式
典
次
第 

 
 
 
 
   

「
飛
騨
市
行
政
資
料
」
を
も
と
に
作
成 

 

・
資
料
５ 

雅
楽
係
日
誌 

 

 
 
 
 
 
 

「
飛
騨
市
行
政
資
料
」
を
も
と
に
作
成 
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年次 月 日 事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

大正６年
　（1917）

11 23

・神社議員の集会において後藤新三郎より大正6年度において、7年度春季の
臨時大祭を執行するか否かについて議決するよう緊急動議が出される。
・11月26日まで各区長が区民の意見をまとめ、市中総代に報告し、28日有志
の大会を開催し臨時大祭について協議することを決める。

大正７年
　（1918）

11 23

・臨時大祭祭典は、大正9年度において執行することに決定。
・時期及予算又は、委員等は町有識者大会にて決定する。
・大祭典準備金として、金１２０円を本年度後期神社費に割賦すること。

3 28
・臨時大祭典費、本年度割賦積立は、下記の通りとする。
・前期割　150円　臨時割　7月　500円　後期　300円

11 23
・大正9年執行予定の臨時大祭を準備日数不足により大正12年度に延期す
る。

5 14
・臨時大祭期日の決定を予算案作成し、古川町氏子有志会を開き決める予定
である。

11 23
・区長全員一致の意思として12年度に大祭を執行することを氏子総代に伝え
る。

大正10年
　（1921）

3 31
・本年度大祭準備金は、前年通り金1，000円徴収する。

1 16
・役員会にて大祭執行日は、5月1日より5日までと決定し、各区長に区民の賛
否を投票により聞き報告するよう依頼する。

2 7
・大祭執行日を氏子の多数により、5月1日より5日と決定する。

3 31
・本年度大祭準備金は、前年通り金1，000円徴収する。

6 27
・大祭準備調査のため、高山町総社神職伊藤社掌を招待することを決める。

7 4
・高山町総社神職伊藤社掌を招き臨時大祭の準備について相談する。

7 5

・臨時大祭の施行日を5月6日より10日までとする。2月7日の決定を変更する。
・臨時大祭の幹部役員を略定する。
・臨時大祭の事務所を古川町役場とする。
・招聘する神社は、吉城郡全社、大野郡、益田郡郷社、高山町全社とする。
・大祭の広告高札を四か所に設置する。（広瀬・杉崎・本光前・牛丸前）

7 7
・臨時大祭事務章程を決定する。

7 8
・各銀行及び会社へ臨時大祭神社器具の寄付をお願いする。

12 11

・臨時大祭の幹部配役を全員一致で決める。総裁　本田秋憲　副総裁　渡邊
一郎　顧問　熊崎喜衛門　布勢又蔵　荒木秋崖
・他の役員の選考は神職・総裁・副総裁・顧問に一任する。
・大祭記念樹として、境内に200本桜を植える。

12 26
・臨時大祭役員決め集会。（神職・総裁・副総裁・顧問）

1 3
・臨時大祭役員決め集会。（神職・総裁・副総裁・顧問）

1 4
・臨時大祭役員決め集会。（神職・総裁・副総裁・顧問）参考人として、田近・清
水総代出席。役員全部決定。

2 5
・臨時大祭嘱託書及び依頼状を副総裁・顧問・正副部長・正副係長84名に配
達する。

2 8
・本田総裁宅にて、総裁・田近・清水で臨時大会予算案原案を作成する。

大正8年
（1919）

大正9年
（1920）

大正11年
（1922）

資料１　大正12年気多若宮神社臨時大祭の経緯概要                                               ＮＯ１

大正12年
（1923）
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2 11

・神社議員会を開催し、大祭予算・準備事務内容を決定する。
・臨時大祭支出予算全額4，200円に決定する。
・大祭用神職宿・神楽宿・奏楽宿・采女宿4軒を借り上げ。
・一般直会料理は、折詰・赤飯・酒とする。
・来賓直会料理は、折詰・吸物・刺身・赤飯・菓子とする。
・神職用夜具を20人前予約する。

2 15
・役場楼上にて臨時大祭の役員大集会を開き、総裁より事務章程の説明をす
る。

2 17

・大祭費の徴収金1,500円、3月と4月に分けて集金する。
・采女・神楽衣装を調整する。
・神職の衣装調整に補助金を出す。

3 8

・大祭招聘の神社に招請状を出す。招待神社は、230社。
・大祭各係員の人選を各区長に依頼し12日までに清水まで報告するよう要請
する。
・大祭関係各神職に依頼状を出す。

3 18
・臨時大祭の幹部会を開催し、各係員の人選をし配役する。

3 28
・高山町八幡社の今村社掌を招き神楽ノ舞を船坂亦一宅で行う。

4 2
・郷社参道に、大祭期間装飾提灯を設置する。
・役員。係員の臨時控所の設置をする。

4 11
・本田総裁宅にて、水無神社・八幡神社・飛驒総社・日枝神社の御分霊供奉
者の休憩所を検討する。

4 17 ・大祭の来賓8名、寄付者29名に大祭招待状を発送する。

4 24

・役員会で次の点を決定する。
・記念樹は、4月25日に境内に植える。
・境内清掃を、4月27日より5月1日まで20人で実施する。
・区内例祭旗は、5月4日より10日まで建てる。

4 25 ・古川役場で臨時大祭係長会を開催する。

4 28 ・大祭用臨時建物建設の入札をする。

4 29
・直会用料理店5軒を集めて打合せ。直会客750人。

5 1
・午前7時より、人足40人で境内掃除。

5 2
・午前7時より、人足60人で境内掃除。
・古川町・国府村・小鷹利村・細江村へ供米袋を配布。

5 3
・午前7時より、人足60人で境内掃除。
・殿内装飾。

5 4 ・各部正副部長・係長社務所で準備と事務。
5 5 ・総裁以下総出で準備。
5 6 ・増島神社は、一番に到着。78社の御分霊供奉到着。
5 7 ・稲越神社を先達として、24社が御分霊供奉到着。
5 8 ・国弊小社水無神社はじめ10社の御分霊供奉到着。
5 9 ・54社が還御。

5 10
・増島天満神社・貴船神社をはじめ他3社還御。
・青年団の仁和加、伊勢神楽の余興。

5 11 ・各係員の残務整理。午後3時より各係で慰労会。
5 12 ・殿内の器具の整理。

5 14
・氏子総代会を開催し残務整理。
・臨時大祭招待者の欠席者17人に記念品と菓子を送付。

12 22 ・臨時大祭の決算を報告。総支出額5，380円99銭5厘。
『神社議員集会日誌』「飛騨市行政資料」をもとに作成

大正12年
（1923）

資料１　大正12年気多若宮神社臨時大祭の経緯概要                                               ＮＯ２
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5月9日 5月10日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

殿町 増島天満神社 8:30 16:30

上町 栗原神社 13:30 11:30

沼町 大歳神社 11:30 16:25

是重 貴船神社 13:30 16:30

下気多 水穂神社 10:30 12:10

漆垣内 日枝神社 9:00 10:00

桐谷 白山神社 10:00 16:18

鶴巣 白山神社 14:00 14:00

今 稲荷神社 10:00 8:45

八日町 菅原神社 13:30 10:30

山本 八幡神社 12:00 15:00

宇津江 熊野神社 13:00 11:30

広瀬町 広瀬神社 15:30 12:00

仝 広瀬神社 15:30 12:00

三日町 伊豆神社 10:10 16:10

蓑輪 西之宮神社 8:05 17:30

半田 琴平神社 10:00 16:07

宮地 荒城神社 14:30 13:00

木曽垣内 阿多由太神社 10:00 16:00

西門前 熊野神社 10:00 10:00

上広瀬 諏訪神社 8:45 13:00

仝 加茂神社 8:45 13:00

村山 天満神社 9:10 16:15

糠塚 白山神社 11:00 16:15

瓜巣 白山神社 12:00 16:23

仝 加茂神社 12:00 16:23

仝 熊野神社 12:00 16:23

名張 水無神社 11:00 16:12

谷 白山神社 12:40 12:00

信包 熊野神社 12:40 12:30

上野 神明神社 12:40 14:00

畦畑 諏訪神社 14:20 11:00

下野 蘆原神社 12:40 14:00

中野 白山神社 13:00 13:00

黒内 春日神社 12:45 15:00

高野 五社神社 13:00 10:30

笹ヶ洞 恵比須神社 13:00 12:00

寺地 八幡神社 13:00 12:00

5月8日町 大字 神社名 5月6日 5月7日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2　御　分　霊　入　御　還　御　記　載　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古川町

5社

5月9日 5月10日

入御 還御

郡

吉城郡

国府村

23社

小鷹利村

10社

5月6日 5月7日 5月8日
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5月9日 5月10日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

数河 松尾白山神社 9:00 8:30

仝 白山神社 9:00 8:30

仝 種本神社 9:00 8:30

杉崎 大歳神社 11:30 16:20

太江 高田神社 15:30 12:00

袈裟丸 諏訪神社 11:30 10:10

末真 末高白山神社 17:00 14:30

寺林 若宮八幡神社 12:30 14:20

柏原 白山神社 10:00 18:30

西 倉野神社 12:00 14:00

堀之内 白山神社 12:00 12:00

大笠 白山神社 10:00 18:30

梨ケ根 神明神社 9:30 9:00

伏方 二柱神社 12:30 10:00

巣山 伊太那曽神社 10:00 18:30

山田 津島神社 13:30 11:40

数河 走淵神社 15:00 9:10

殿 加茂若宮神社 14:30 11:00

吉田 白山神社 12:30 12:30

下之保 神明神社 13:00 8:00

打保 桂本神社 14:00 6:30

石神 白山神社 14:00 10:00

丸山 日宮神社 10:30 11:00

釜埼 稲荷神社 10:00 13:30

小萱 白山神社 14:00 13:30

麻生野 麻生野神社 15:00 9:10

東雲 桂本神社 10:00 13:30

奥麻生野 遊幡石神社 15:00 9:10

野首 神明神社 14:00 13:30

岩井谷 白山神社 17:00 9:30

森茂 白山神社 17:00 9:30

下之本 神明神社 17:00 9:30

伊西 神明神社 17:00 9:30

鼠餅 白山神社 12:00 8:00

双六 白山神社 15:00 9:30

荒原 白山神社 13:00 11:00

宮原 栗原神社 13:00 11:00

葛山 白山神社 14:40 8:00

長倉 神明神社 14:30 8:50

倉柱 白山神社 13:00 11:00

在家 桂本神社 15:00 12:00

岩井戸 木葉神社 14:30 11:00

吉野 豊受神社 14:30 12:30

倉柱 神明神社 13:00 11:00

見座 玉水神社 14:10 13:00

倉柱 宮原白山神社 13:00 11:00

吉城郡

5月6日 5月7日 5月8日

阿曽布村

17社

上宝村

13社

細江村

７社

袖川村

9社

還御

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料2　御　分　霊　入　御　還　御　記　載　簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

神社名町 大字 5月8日 5月9日 5月10日郡

入御

5月6日 5月7日
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5月9日 5月10日

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

西忍 神明神社 12:00 8:45

菅沼 白山神社 11:30 8:30

林 富岡神社 12:00 9:30

稲越 稲越神社 11:30 14:00

稲越 富士神社 16:00 10:10

保 立保神社 13:00 14:30

角川 神明神社 15:10 14:30

有家 白山神社 9:00 13:20

大谷 大山神社 8:00 15:00

鹿間 白山神社 10:30 11:00

船津 大津神社 14:00 10:30

朝浦 八幡神社 15:00 12:30

東町 白山神社 12:00 13:30

割石 白山神社 14:00 8:30

跡津川 常盤神社（蔭招キ申シタルモノ） 9:00 9:00

土 白山神社（蔭招キ申シタルモノ） 9:00 9:00

八幡神社 14:30 13:00

日枝神社 12:00 14:30

三町 神明神社 12:00 14:30

七日町 飛騨総社 13:00 14:30

飛騨招魂社 11:00 14:30

灘村

1社
上岡本 辻ケ森神社 10:10 17:00

折敷地 住吉神社 15:30 14:00

大沼 津島神社 15:30 13:30

森部 荒木神社 14:00 11:00

大萱 大八柱神社 10:00 16:30

大名田村

　１社
花里 天満神社 14:00 15:00

宮村

　１社
水無神社 13:30 16:00

19 56 7 9 2 4 13 2 0 3 11 18 10 3 20 37 7 3

3

丹生川村

４社

町郡

吉城郡

16社

大野郡

12社

坂上村

3社

河合村

６社

船津町

７社

高山町

５社

5月9日 5月10日大字 神社名 5月6日 5月7日 5月8日

入御 還御

「御分霊入御還御記載簿」（「気多若宮神社所蔵資料」）をもとに作成
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合計 １１２社
75 16 6 15 29 13 57 10

5月6日 5月7日 5月8日
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作成年次 西暦 月 日 作成者 受取者 文書等史料名

1 大正12年 1923 11 臨時大祭書類入（箱一つ）

2

大正12年 1923 2 第７区　第１１区　第六号　領収書　　　本殿金具新調

御神輿修繕費寄付金

3

大正12年 1923 5 4 郷社住吉神社氏子総代 気多若宮神社氏子

総代本田秋憲

書簡

4
大正12年 1923 4 23 武州大宮片倉会社

堀武次外一同

郷社気多若宮神社

社務所

書簡

5

大正12年 1923 4 30 村社日輪神社

総代豊住松太郎

郷社気多若宮神社

社務所

書簡

6
大正12年 1923 4 27 船津町笈破区氏子総代 郷社気多若宮神社

社務所

書簡

7
大正12年 1923 4 7 船津町東漆山

区長高林信太郎

郷社気多若宮神社

社務所

書簡

8
大正12年 1923 5 4 末高白山神社氏子総代 郷社気多若宮神社

社務所

書簡

9

大正12年 1923 5 2 河合村角川郷社

新明神社社務所

郷社気多若宮神社

社務所

第７区　第１１区　第六号　領収書　　　本殿金具新調

御神輿修繕費寄付金

10 大正12年 1923 5 5 桐谷区 北若宮神社社務所 書簡

11
大正12年 1923 3 16 橦玉神社氏子総代 気多若宮神社臨時

大祭事務所

書簡

12
大正12年 1923 5 2 郷社高田神社社務所 郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

書簡

13
大正12年 1923 5 24 坂上村西忍村社神明神

社氏子総代

郷社気多若宮神社

社務所

葉書

14

大正12年 1923 5 5 益田郡下呂村郷社

住吉神社社司久津秀一

気多若宮神社

社務所

葉書

15 印鑑３個

16 大正12年 1923 嘱託書

17 大正12年 1923 印影

18 大正12年 1923 封筒（一つ）

19 大正12年 1923 直會券

20 大正12年 1923 大祭記念品（鏡一つ）

21 大正12年 1923 永瀬吉郎 葉書

22 大正12年 1923 葉書（照会）

23

大正12年 1923 5 2 灘村松本住吉神社

氏子総代

郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

葉書

24

大正12年 郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

葉書（出欠席回答）

25 大正12年 1923 郷社気多若宮神社臨時大祭事務章程

26 大正12年 1923 社務所新築費指定寄付額

27 大正11年 1922 3 古々櫓乃登母加嬉

28 大正12年 1923 神器預り証払

29 大正12年 1923 神社到着名　送迎掛

30 大正12年 1923 神器預り所配置調書　御分霊送迎係

31
大正11年 1922 大正拾壱貮年度　京都市三上正之助店

祭器注文照会書類及計算書綴込分　郷社社務所

32 大正12年 1923 5 13 神山民助 田近文三郎 書簡（引渡課目）

33 大正12年 1923 係札（送迎係）

34 大正12年 1923 日勤簿

35 大正12年 1923 5 大正拾貮年五月　臨時大祭祭典部雑書綴

36 大正12年 1923 委嘱書

37
大正12年 1923 古川町郷社

気多若宮神社

臨時大祭案内状

38 大正12年 1923 大正拾貮年壱月　郷社気多若宮神社　臨時大祭事務章程綴

39 大正12年 1923 臨時大祭神供米袋と版木

40 大正12年 1923 臨時大祭版木

資料３　大正12年臨時大祭書類箱中に保管されていた史料名一覧表    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ１
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41
大正12年 1923 郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

臨時大祭出欠届葉書

42 大正12年 1923 酒券

43 大正12年 1923 大祭に関する令状等の葉書

44
大正12年 1923 3 22 坂上村小谷

八幡神社氏子総代

郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

書簡（大祭参加への断り状）

45

大正12年 1923 丹生川村町方千蔵寺

白山神社氏子総代

郷社気多若宮神社

臨時大祭事務所

書簡（大祭参加への断り状）

46

大正12年 1923 丹生川村瓜田

氏子総代荒川兵四郎

気多若宮神社社務

所

書簡（大祭参加への断り状）

47
大正12年 1923 船津町東漆山

鉱山金山神社氏子総代

気多若宮神社社務

所

書簡（大祭参加への断り状）

48
大正12年 1923 坂上村落合

区長岩佐市三郎

臨時大祭事務所 書簡（大祭参加への断り状）

49
大正12年 1923 大阪市三島一郎 気多若宮神社大祭

事務所

書簡（礼状）

50
大正12年 1923 6 12 玉舎春輝 郷社気多若宮神社

社務所

書簡（礼状）

51
大正９年 1920 1 郷社気多若宮神社

会計部

領収書　社務所新築寄附金控　石玉垣寄付金控　大正九年壱月

大正十二年貮月

52 大正９年 1920 3 郷社会計部 第貮号甲　寄附金玉垣石堤領収證

53 大正12年 1923 5 1 調物帳

54 大正12年 1923 5 臨時大祭殿外装飾部 買物帳

55 大正12年 1923 5 臨時大祭舞殿係 調物帳

56
大正12年 1923 縣社気多若宮神社

神楽掛

通

57
大正12年 1923 5 気多若宮神社

臨時大祭社務所采女係

通

58
大正12年 1923 気多若宮神社

臨時大祭上納部

物品借入帳

59 大正12年 1923 大祭調帳

60
大正12年 1923 縣社気多若宮神社

臨時大祭事務所

通

61 大正12年 1923 大村屋宿重森 古川町殿 記

62 大正12年 1923 送り状

63 大正12年 1923 丸太借入明細書

64 大正12年 1923 支拂ヲ要スル覺書

65 大正12年 1923 5 11 送迎係長 請求書

66 大正12年 1923 5 5 横水治八 会計部 記

67 大正12年 1923 記載順

68
大正12年 1923 郷社気多若宮神社

会計部

売渡品通知書

69
大正12年 1923 係長 郷社気多若宮神社

会計部

物品請求書

70

大正12年 1923 5 樹下善左 氏子総代清水文七

殿

記（旗染代）

71
大正12年 1923 村坂兼造 氏子総代清水様 記（ねじ切り手間代）

72 大正12年 1923 会計部 送迎係 記

73
大正12年 1923 古川町気多若宮神社

社務所

愛宕神社氏子総代

中

封筒

74

大正12年 1923 縣社気多若宮神社

臨時大祭事務所

葉書（２枚）

75
大正12年 1923 係長 郷社気多若宮神社

会計部

物品請求書（未使用）

76
大正12年 1923 郷社気多若宮神社

会計部

売渡品通知書（未使用）

77 大正12年 1923 郷社気多若宮神社 大正十二年十一月　臨時大祭領収書綴

78
大正12年 1923 臨時大祭会計部 大正拾貮年五月自六日到十日　献納金及供米賽銭収入簿直会券及

饌菓受渡簿

79 大正12年 1923 目録

80

大正12年 1923 臨時大祭各部・係 臨時大祭日誌（庶務部・祭典部・衛生係・電灯並殿外点灯係

・一般休憩係・雅楽係・采女係・殿守・殿内点灯係・神饌係

・神職係・上納係・用土係・警備係・殿外装飾係・献備品係

・神楽係/直会準備・直会神酒係・御分霊送迎係）

81 大正12年 1923 5 会計 第一号　献納簿

「気多若宮神社所蔵資料」をもとに作成

資料３　大正12年臨時大祭書類箱中に保管されていた史料名一覧表    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ２
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